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●貯金
　貯金は、会員JA等の貯金の増加により２兆1,755
億円となりました。

●貸出金
　貸出金は、金融機関との金利競争の激化が続く中、
農業関連企業を中心に、県内企業の融資取引基盤の維
持・拡充を図り、県外の大手企業向け融資に積極的に
取り組み、2,070億円となりました。

●有価証券・預け金
　有価証券は、中長期的な安定収入確保のため、安全
資産（国債等）中心のコアポートフォリオ構築を図る
一方、超低金利の環境下で慎重な運用に努めたことか
ら、5,251億円となりました。
　また、預け金は、安定的収益を確保しながら流動性
リスクの軽減を図るため、農林中央金庫への預け金を
中心とした効率運用に取り組み、１兆5,574億円とな
りました。

主要勘定の状況

●JA貯金
　平成30年９月末のJA貯金は、個人貯金純増を目的
とする定期貯金各種キャンペーンや、定期積金獲得推
進、年金口座指定および給振獲得推進等の取組みによ
り、個人貯金が２兆5,299億円となり、JA貯金全体
では２兆9,704億円となりました。

●JA貸出金
　JA貸出金は、利用者メイン化に向けた住宅関連ロー
ン取組みや小口ローンの推進取組み、「JAローン祭
り」等により、平成30年９月末残高は8,331億円と
なりました。

JA貯金・貸出金の状況

（百万円）

ＪＡ貸出金

ＪＡ貯金
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リスク管理債権

金融再生法開示債権

破 綻 先 債 権 額

延 滞 債 権 額

３カ月以上延滞債権額

貸出条件緩和債権額

合　　　　　　計

総　 貸　 出　 金　　

貸出金に占める割合（A）/（B）

貸倒引当金残高

引　  当　  率　　　

22

829

11

－

863

200,122

0.4%

971

112.5%

平成29年9月末

（単位：百万円）

71

763

－

－

835

213,860

0.4%

1,012

121.3%

平成30年3月末

71

732

－

－

804

207,009

0.4%

985

122.5%

平成30年9月末

（A）

（C）

（B）

（C）/（A）

注） 
 

1.
2.

3.

対象債権は、貸出金です。
これらのリスク管理債権額は、担保処分等
によって将来回収できるものを含んでいま
すので、開示額が当会の将来の損失をその
まま表すものではありません。
貸倒引当金残高 ＝ 一般貸倒引当金残高 ＋ 
個別貸倒引当金残高

注） 
 

1.

2.

対象債権は、貸出金、未収利息、仮払金、
債務保証見返です。
左記の債権区分は、「金融機能の再生のため
の緊急措置に関する法律」（平成10年法律
第132号）第6条に基づき、債務者の財政
状態および経営成績等を基礎としています。 

危 険 債 権

要 管 理 債 権

小 　 　 計

正 常 債 権

合 　 　 計

216

635

11

863

200,174

201,038

平成29年9月末

（単位：百万円）

270

564

0

835

213,914

214,749

平成30年3月末

262 

541

0

804

207,049

207,854

262

525

0

787

261

41

0

302

0 

479

0

479

0 

4

0

4

100.0%

96.9%

0.0%

97.9%

平成30年9月末

債権額 債権額 債権額（A） 保全額（B） 引当金 担保 保証 保全率（B）/（A）

破産更生債権および
これらに準ずる債権

●破綻先債権
　元本または利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本または利息の取立てまたは弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金
（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由または同項第４号に規定す
る事由が生じている貸出金です。

●延滞債権
　未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権および債務者の経営再建または支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金です。

●３カ月以上延滞債権
　元本または利息の支払が、約定支払日の翌日から３カ月以上遅延している貸出金で破綻先債権および延滞債権に該当しない貸出金です。

●貸出条件緩和債権
　債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先
債権、延滞債権および３カ月以上延滞債権に該当しない貸出金です。

●破産更生債権およびこれらに準ずる債権
　破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権お
よびこれらに準ずる債権です。

●危険債権
　債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態および経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収
および利息の受取りができない可能性の高い債権です。

●要管理債権
３カ月以上延滞債権および貸出条件緩和債権です。
（３カ月以上延滞債権）  
　元金または利息の支払が、約定支払日の翌日を起算日として３カ月以上延滞している貸出債権で、破産更生債権およびこれらに準ずる債権および危険債権に該当しない貸出債
権です。
（貸出条件緩和債権）
　経済的困難に陥った債務者の再建または支援を図り、当該債権の回収を促進すること等を目的に、債務者に有利な一定の譲歩を与える約定条件の改定等を行った貸出債権で、
破産更生債権およびこれらに準ずる債権、危険債権および３カ月以上延滞債権に該当しない貸出債権です。 

●正常債権
　債務者の財政状態および経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権およびこれらに準ずる債権、危険債権および要管理債権以外のものに区分される債権です。

不良債権の状況
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有価証券

金銭の信託

保有有価証券の時価情報

（単位：百万円）

売 買 目 的

満 期 保 有 目 的

そ の 他

合 　 　 計

－

－

420,585

420,585

－

－

452,043

452,043

－

－

31,457

31,457

－

－

463,436

463,436

－

－

495,257

495,257

－

－

31,821

31,821

－

－

497,125

497,125

－

－

525,116

525,116

－

－

27,990

27,990

平成29年9月末

注） 
 

1.

2.

時価は、期末日における市場価格等に基づく時価により計上しています。

売買目的有価証券については取得価額を、満期保有目的有価証券またはその他目的有価証券については、償却原価法の適用後、
減損処理を適用した帳簿価額を記載しています。     

取得価額
種　　類

時　価 評価損益

平成30年3月末

取得価額 時　価 評価損益

平成30年9月末

取得価額 時　価 評価損益

（単位：百万円）

売 買 目 的

満 期 保 有 目 的

そ の 他

合 　 　 計

－

－

2,532

2,532

－

－

2,616

2,616

－

－

84

84

－

－

5,000

5,000

－

－

5,011

5,011

－

－

11

11

－

－

8,060

8,060

－

－

8,230

8,230

－

－

170

170

平成29年9月末

注） 
 

1.

2.

時価は、期末日における市場価格等に基づく時価により計上しています。

売買目的金銭の信託については取得価額を、満期保有目的金銭の信託またはその他目的金銭の信託については、償却原価法の
適用後、減損処理を適用した帳簿価額を記載しています。

取得価額
種　　類

時　価 評価損益

平成30年3月末

取得価額 時　価 評価損益

平成30年9月末

取得価額 時　価 評価損益
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JAグループ・JAバンクの概要

 「JAバンクシステム」とは、JAバンク会員（JA、信連、農林中金）の総力を結集し、実質的にひとつの金融機
関として活動し、JAバンク全体としての信頼性の確保（破綻未然防止システム）と、良質で高度な金融サービス
の提供（一体的事業運営）を２つの柱として、組合員および利用者の皆さまにより一層の「安心」と「便利」を
お届けするシステムです。

JAバンクシステム

万全の体制で組合員・利用者の皆さまに、より一層の「安心」と「便利」をお届けします。

　より安心な金融機関としての信頼を得るために、JAバンクは「セーフティネット」を構築しています。
　第一は、貯金者等保護のための公的な制度である「貯金保険制度」、第二は、JAバンクの独自制度でJAバン
クの健全性を確保し、JA等の経営破綻を未然に防止する「破綻未然防止システム」です。
　この２つの仕組みにより、組合員および利用者の皆さまにより一層の安心をお届けしています。

JAバンク・セーフティネット

「ＪＡバンク・セーフティネット」で、より一層の「安心」をお届けします。

JAバンク基本方針

JA 信連 農林中金

安心

農林中金への指導権限の付与など

便利
JAバンク会員の経営健全性確保 金融サービスの提供の充実

（JAバンク県本部） （JAバンク中央本部）

破綻未然防止システム 一体的事業運営

組合員・利用者

再編強化法…（農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律）

・JA等の経営状況のモニタリング
・JA等に対する経営改善指導
・JAバンク支援基金等による資本注入
　などのサポート等

・実質的に一つの金融機関として機能
　するような運営システムの確立
・共同運営システムの利用
・全国どこでも統一された良質で高度
　な金融サービスの提供

行政
連携

全中全国監査機構
JA中央会

協力・連携、
経営改善指導

貯金保険機構
破綻時の支援

JAバンク支援協会

破綻未然防止の
支援

系統債権管理
回収機構

不良債権の
管理・回収

貯金保険制度
・決済用貯金（無利息、要求払い、決済サービスを
　提供できること）に該当するものは全額
・それ以外の貯金などは、１農水産業協同組合ごと
　に貯金者１名あたり元本1,000万円とその利息
　などの合計額

貯金者を保護するための公的な制度

破綻未然防止システム
・経営の健全性確保にかかる自主基準の設定
・経営状況のチェックによる問題点の早期発見と改善
・「JAバンク支援基金」による資本注入や資金援助

ＪＡバンクの独自制度

■JAバンク・セーフティネットのイメージ
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社会的責任と地域貢献活動

　当会は、福岡県を事業区域として、地元のJA等が会員となって、お互いに助け合い、お互いに発展していくこ
とを共通の理念として運営している相互扶助型の農業専門金融機関であるとともに、地域経済の活性化に資する
地域金融機関です。
　当会は、農家組合員および地域の皆さまの経済的・社会的地位の向上をめざし、JAとの強い絆とネットワーク
を形成することによりJA信用事業機能強化の支援を行うとともに、地域社会の一員として地域経済の持続的発展
に努めています。
　また、金融機能の提供にとどまらず、環境、文化、教育といった面も視野に入れ、広く地域社会の活性化に積
極的に取り組んでいます。

地域に対する当会の考え方

資金の種類

住宅金融支援機構資金

日本政策金融公庫の教育資金

資金の使いみちなど

個人住宅やアパート等を建設・購入する際に活用していただける資金です。

ご家族の方の入学や在学の際に活用していただける資金です。

●国の政策に基づく制度融資
　地域の皆さまの生活支援のために、国の政策に基づく制度融資を取り扱っています。

●貯金残高
　当会の資金は、その大半が県下のJA
にお預けいただいた農家組合員および
地域の皆さまの大切な財産である貯金
を源泉としています。平成30年９月末
の譲渡性貯金を含めた貯金残高は、２
兆1,755億円となりました。

地域からの資金調達の状況

●貸出金残高
　当会は、資金を必要とする農家組合
員および地域の皆さまや、JA・農業に
関連する企業・団体および県内の地場
企業や、地方公共団体などにもご利用
いただいています。
　平成30年9月末の貸出金残高は、
2,070億円となりました。

地域への資金供給の状況

平成30年９月末
2兆1,755億円

平成30年９月末
2,070億円

平成29年９月末

平成29年９月末

会員JA等
2兆1,307億円

地方公共団体等
376億円

その他
72億円

2兆836億円

会員JA等
2兆205億円

地方公共団体等
551億円

その他
80億円

事業法人
（県内事業者及び
県内に事業所を
有する事業者等）
1,357億円

地方公共団体等
650億円

会員等
63億円

2,001億円

事業法人
（県内事業者及び
県内に事業所を
有する事業者等）
1,260億円

地方公共団体等
672億円

会員等
69億円
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文化的・社会的貢献活動に関する事項
●環境保全・地域社会貢献への取組み
■水源の森基金への募金
　JAバンク福岡では、平成17年度から対象貯金商品の販売実績に応じ
た額（販売一口につき20円）とJAご利用の皆さまからの募金を「公益財
団法人福岡県水源の森基金」へ「緑の募金」として寄付を行っています。

■自然災害等による被災された方々への支援
　JAバンク福岡では、自然災害等の被害を受けられた方々への早期復旧
に少しでもお役に立てるように、低金利でご利用いただける「災害復旧
応援資金」の制度を設けているほか、災害義援金の振込を手数料無料で
お取扱いしています。
※振込手数料無料の義援金受付口座一覧は、JAバンク福岡のホームページでご覧いただけます。

水源の森基金への寄付

●地元企業の活性化の取組み
　当会では、融資先企業等を対象とした「信連会」を組織し
ており、セミナー等の開催を通じ、融資先企業の活性化と相
互交流を支援しています。

●高齢化社会への取組み
■幅広い年金相談への対応
　JAバンク福岡では、「年金相談会」を開催し、新規に年金を
受け取られる方への受給手続きや、働きながら年金を受給で
きる在職老齢年金などに関する幅広い相談に対応しています。
平成30年度上半期は114回の年金相談会を開催しました。

■「JA年金友の会」組織の構築・運営
　JAバンク福岡では、県内JAで年金をお受け取りいただいてい
る197,320人（平成30年３月末現在）の皆さまによるJA年金
友の会組織を構築・運営し、旅行や観劇、スポーツ等さまざまな
イベントを開催し、会員の方々のいきがいや仲間づくりのお手伝
いをしています。

グラウンド・ゴルフ親善大会
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本

部

資 金 証 券 部

融 資 営 業 部

監 査 部

管

理

本

部

企 画 管 理 部

総 務 部

リ ス ク 審 査 部

JAバンク指導部

JAバンク事務部

JAバンク統括部

JAグループ福岡担い手
総合サポートセンター ※

※JAグループ福岡担い手総合サポートセンターは、中央会・連合会の共通機構です。

（平成30年10月１日現在）

店　舗　名

本　　　　　所

代表電話番号

092-711-3535

■店舗
所　在　地

福岡市中央区天神4丁目10番12号

（平成30年10月１日現在）

JA・信連設置台数

合　　計

311

■自動化機器（ATM）の設置状況
店　舗　内

225

店　舗　外

86（うち信連１）

（平成30年10月１日現在）

名　　称

■関連会社
所　在　地

1．計算事務・情報提供サービス業務の受託
2．ソフトウエアの開発・販売
3．施設の賃貸ならびに受託管理等の事業
4．前各号に付帯する一切の業務

設　　立

昭和52年
10月１日

資　本　金

85億円

出資比率 業務内容

16.55％

（平成30年10月１日現在）

(株)九州地区農協
オンラインセンター

福岡市南区
横手2-13-35

　該当する取引はありません。

●特定信用事業代理業者の状況
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15

JAバンク福岡エリアマップ

北　　九

直　　鞍

糸　　島
福　岡　市

佐　賀　県

玄　界　灘

響　灘

周　防　灘

大　分　県

熊　本　県

有　明　海

筑　　紫

粕　　屋

福岡市
東部

むなかた

ふくおか嘉穂 たがわ

福岡京築

筑前あさくら

に　　じ

ふくおか八女

みなみ筑後

柳　　川

福岡大城

みづま

く　る　め

み　　い

●県内ＪＡ数　20JA
●店　舗　数　264店舗

当会の概要や経営・財務の情報をはじめ、JAバンク福岡の各種お知らせは
インターネットでご覧いただくことができます。

■福岡地区 （6JA）
（店舗 113店舗・ATM設置台数 127台）

■久留米地区 （9JA）
（店舗 66店舗・ATM設置台数 107台）

■小倉地区 （5JA）
（店舗 85店舗・ATM設置台数 77台）

JA福岡信連のホームページアドレス

http://www.jabankfukuoka.or.jp/ken/

JAバンク福岡のホームページアドレス

http://www.jabankfukuoka.or.jp

（平成30年10月１日現在）




